
≪5月
がつ

の保健
ほ け ん

行事
ぎょうじ

≫  

９日（火） 尿
にょう

検査
け ん さ

回 収
かいしゅう

（全学年
ぜんがくねん

）

10 日（水） 尿
にょう

検査
け ん さ

回 収
かいしゅう

予備
よ び

日
び

 

1６日（火）耳鼻科健診（全学年） 

１８日（木）歯科検診（４.,５,６年） 

２５日（木）歯科検診（１,２,３年） 

３０日（火）尿検査 2 次回収 

【運
うん

動
どう

会
かい

に向
む

けてのお願
ねが

い】 

☆ 帽子
ぼ う し

のゴムがのびてしまっている人がいま

す。ゴムが引
ひ

っ張
ぱ

られて危
き

険
けん

です。ゴムを付
つ

け

替
か

えるようにしてください。 

 

☆ 髪
かみ

の毛
け

の長
なが

い人
ひと

は結
むす

ぶようにしましょう。 

 

☆ 2時間
じ か ん

続
つづ

けて校庭
こうてい

で練 習
れんしゅう

をする事
こと

もありま

す。睡眠
すいみん

を十 分
じゅうぶん

にとり、朝
あさ

ご飯
はん

もしっかり食
た

べ

てくるようにしましょう。朝
あさ

からいつもと違
ちが

う事
こと

があればおうちの人
ひと

と相談
そうだん

してから登校
とうこう

しましょう。体育
たいいく

や練 習
れんしゅう

を見学
けんがく

する場合
ば あ い

は、

おうちの人に連絡帳
れんらくちょう

に書
か

いてもらいましょ

う。 

平成 2９年 5 月９日 

調布市立緑ヶ丘小学校 

保 健 室 

 

新学期
し ん が っ き

が始
はじ

まって約
やく

1カ月
か げ つ

がたちました。 新
あたら

しい環 境
かんきょう

にも慣
な

れましたか？5月
がつ

は疲
つか

れが出
で

て、体 調
たいちょう

を崩
くず

しや

すいときでもあります。 

本格的
ほんかくてき

にミドリンピック
み ど り ん ぴ っ く

の練 習
れんしゅう

が始
はじ

まっています。この時期
じ き

は、真夏
ま な つ

よりも過
す

ごしやすいですが、 暑
あつ

さに 体
からだ

がなれていないので熱 中 症
ねっちゅうしょう

になりやすい時期
じ き

です。学校
がっこう

では、こまめに水
みず

を飲
の

むように 心
こころ

がけましょう。家で

は十 分
じゅうぶん

な睡眠
すいみん

をとり、朝
あさ

ご飯
はん

をしっかり食
た

べ、体 調
たいちょう

を 整
ととの

えて登校
とうこう

しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月の保健目標  「手や爪をきれいにしよう」  

☆汗
あせ

をかき始
はじ

める時期
じ き

です。はんかちやタオルは忘
わす

れずに。 

☆運動会
うんどうかい

練 習
れんしゅう

では、組
くみ

体操
たいそう

や競技
きょうぎ

の際
さい

にけがをしたり、させてしまったりすることが

あります。また、砂
すな

などが入ってとても汚
よご

れやすくなります。爪
つめ

は 短
みじか

く切
き

っておきま

しょう！深爪
ふかづめ

にならないように、手
て

のひらから爪
つめ

が見
み

えていなければＯＫですよ。 

歯科
し か

検診
けんしん

が１８日と２５日
にち

にあります。歯科
し か

検診
けんしん

では、歯
は

にたべも

のがはさまっていると、しっかり歯
は

を診
み

ることができません。朝
あさ

ご飯
はん

の後
あと

、 必
かなら

ず歯
は

みがきをしてから登校
とうこう

しましょう。 

また、矯 正 中
きょうせいちゅう

の人
ひと

で、器具
き ぐ

が外
はず

せる場合
ば あ い

は、器具
き ぐ

を外
はず

して検
けん

診
しん

し

ます。外
はず

した器
き

具
ぐ

を入
い

れる物
もの

など、忘
わす

れないようにしましょう。 



 

 

 

 

 

保護者の皆様 

４月より健康診断を実施しています。保護者の皆様には、様々な提出物や専門医受診にご協力い

ただきありがとうございます。結果は所見のある人だけに「結果のお知らせ」を配布するようにし

ています。なお、学校での健康健診は病気など異常の疑いがあるかどうかを調べるもの（スクリー

ニング）ですので最終的な診断・治療については医療機関を受診していただく必要があります。治

療の対象にならないこともあるかと思いますが、詳しい検査などが必要な場合にお知らせをお渡し

していますので専門医の診察をお受けください。また、視力測定や聴力測定も教員や養護教諭が行

っている簡易検査です。視力低下の疑いがある場合は、専門医での視力の測定や治療をしていただ

くようお願いいたします。 

なお、診断を受けている、定期的に受診している場合などご相談がありましたら連絡帳等でお知

らせください。 

内科検診（アトピー性皮膚炎）、耳鼻科検診（鼻炎や耳垢栓塞など）、眼科検診（結膜炎など）で

のお知らせがあった場合は、プール前までに受診を済ませていただくようお願いいたします。 

 
 

 


